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受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」といいます。）のサブ・ファ
ンドである世界株式インカム・ポートフォリオ（以下「ポートフォリオ」といいます。）は、このたび、第17期

（以下「当期」ということがあります。）の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告いたします。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

ポートフォリオの仕組みは次のとおりです。
ファンド形態 ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国株式投資信託（米ドル建て）
信託期間 ファンドおよびポートフォリオは、存続期間を無期限として設定されています。なお、ポートフォ

リオは、2005年9月29日に運用が開始されました。
運用方針 ポートフォリオは、世界各国の株式に分散投資することにより継続的な利回りを維持すること

を追求します。ポートフォリオは、配当利回りに関して、ＭＳＣＩ ＡＣＷＩを上回る運用成果を獲得
することを追求します。

主要投資対象 ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ（日本を含みます。）に含まれる国々を所在地とするかまたはかかる国々において
その経済活動の主たる部分を遂行している企業の株式

ポートフォリオの
運用方法

ポートフォリオは、ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ（日本を含みます。）に含まれる国々を所在地とするかまたはか
かる国々においてその経済活動の主たる部分を遂行している企業の株式に投資を行います。
通常、ポートフォリオは、50銘柄以上に分散投資を行います。
為替リスク（エクスポージャー）は、通常、ヘッジされません。ただし、投資顧問会社は、ポート
フォリオの市場リスクをヘッジするため、またはそのリターンの向上を追求するために様々な投
資戦略を用いることができます。
ポートフォリオの目的は、配当収益を生み出すことであるため、ポートフォリオは、投資元本の成
長に関し、ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ（日本を含みます。）を上回る運用成果を追求するものではありません。
したがって、ポートフォリオにおける投資元本の成長の機会は、主として投資元本の成長を追
求する通常のグローバル・エクイティ商品に比して少なくなります。

主な投資制限 ①  証券を信用で購入することができません（ただし、組入証券の売買の清算のため必要な短期
与信を受けることができます。）。また、証券の空売りを行うことができず、またはショート・ポ
ジションを維持することができません。

②  原則として、ポートフォリオの純資産価額の10％（時価基準によります。）を超えて借入れを
行うことができません。

③  一発行会社の発行済証券（ＯＥＣＤ政府証券および銀行金融証書を除きます。）の10％を超
えて購入することができません。

④  ポートフォリオの純資産価額の10％を超えて、流動性に欠ける、私募株式、抵当証券もしく
は非上場株式またはその他の資産に投資を行うことができません。

⑤  ポートフォリオは更に、受益証券が募集および販売のために日本で登録され、かつ日本の規
制基準に基づく要件がある限り、ポートフォリオの純資産価額の50％を超えて、米国政府証
券および米国機関証券、譲渡性預金証書、銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー、社債お
よびその他の債務ならびに金融機関の公社債を含む日本国金融商品取引法上の「有価証
券」の定義に該当する投資証券に投資します。

⑥  ポートフォリオが日本で募集される場合、一発行体から派生する株式、債券およびデリバ
ティブへのエクスポージャーは、原則として、それぞれポートフォリオの純資産総額の10％を
超えてはならず、また、上記のエクスポージャーの合計金額は、原則として、ポートフォリオの
純資産総額の20％を超えてはなりません。

分配方針 ポートフォリオの受益証券の純利益の全部または一部が、分配金が宣言される評価日における
純資産価格の決定の直前の登録受益者に対し、毎月分配金として宣言されます。
日本における販売会社は、分配金が宣言される評価日における純資産価格の決定の直前の投
資者に対し、原則として、毎月20日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）から日本にお
ける５営業日目以降より分配金の支払を開始します。分配金支払日は、日本における販売会社
によって異なります。具体的な分配金支払日については、日本における販売会社にお問い合わ
せ下さい。

（注）   「評価日」とは、ニューヨーク証券取引所の営業日、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業
日ならびに日本の金融商品取引業者の営業日である日、または管理会社の取締役会が決定し、合
理的に実施可能な場合には受益者にあらかじめ通知するその他の日をいい、当該受益証券の純資
産価格の決定の停止または受益証券の発行の停止の場合を除きます（以下「営業日」ということも
あります。）。「日本における営業日」とは、日本における金融商品取引業者の営業日をいいます。
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Ⅰ．運用の経過および運用状況の推移等

(1）当期の運用経過および今後の運用方針

第16期末の1口当たり純資産価格：

15.44米ドル

第17期末の1口当たり純資産価格：

17.02米ドル
（1口当たり分配金額0.36米ドル）

騰落率：

12.59%

（注1） 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にポートフォリオへ再投資したとみなして算出したもので、ポートフォリオ運用の
実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。

（注2） 分配金再投資1口当たり純資産価格は、2021年1月末日の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。
（注3） 1口当たり分配金額は、税引き前の分配金額を記載しています。以下同じです。
（注4） 騰落率は、分配金再投資1口当たり純資産価格に基づき計算しています。
（注5） ポートフォリオの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注6） ポートフォリオにベンチマークは設定されていません。

■1口当たり純資産価格の主な変動要因
　参照指数（MSCI All Country World Index（米ドル・ベース））が13.23％の上昇であったのに対し、ポートフォリオは、
当期を通して、12.59％の上昇となりました。多くの企業が配当の支払を再開しましたが、株式インカム戦略にとっては
引き続き厳しい時期となりました。ポートフォリオは、Microsoft、Reckitt BenckiserおよびTaiwan Semiconductor
等、経済的な競争上の優位性の高い企業に引き続き焦点を当てています。ポートフォリオが最もオーバーウェイトとした
のは、金融およびヘルスケアのセクターです。セクター別で最大の割合を占めるのはテクノロジー・セクターで、ポート
フォリオの22％を占めています。

■当期の1口当たり純資産価格等の推移について
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■分配金について
　当期（2021年２月１日～2022年１月31日）の1口当たり分配金（税引前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配
金を含む1口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出して
いるものです。

クラスA受益証券（米ドル建て） （金額：米ドル）

分配落日 1口当たり純資産価格 １口当たり分配金額
（対1口当たり純資産価格比率（注１））

分配金を含む1口当たり
純資産価格の変動額（注２）

2021年2月22日 15.60 0.03
（0.19%） －0.19

3月22日 16.03 0.03
（0.19%） 0.46

4月20日 16.80 0.03
（0.18%） 0.80

5月20日 17.15 0.03
（0.17%） 0.38

6月21日 17.12 0.03
（0.17%） 0.00

7月20日 17.11 0.03
（0.18%） 0.02

8月20日 17.35 0.03
（0.17%） 0.27

9月21日 17.06 0.03
（0.18%） －0.26

10月20日 17.39 0.03
（0.17%） 0.36

11月22日 17.65 0.03
（0.17%） 0.29

12月20日 17.08 0.03
（0.18%） －0.54

2022年1月20日 17.54 0.03
（0.17%） 0.49

（注1） 「対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ポートフォリオの収益率とは異なる点にご留意ください。
対1口当たり純資産価格比率（%）＝100×a／b 
a＝当該分配落日における1口当たり分配金額 
b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額

（注2） 「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。
分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額＝b－c 
b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額 
c＝当該分配落日の直前の分配落日における1口当たり純資産価格

（注３）  当期期首の直前の分配落日（2021年1月20日）における1口当たり純資産価格は、15.82米ドルでした。
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■投資環境について
　当期は、コロナ禍で出遅れた多くの株式（主にレジャー、航空および旅行）の回復により好スタートを切りましたが、
その後、コロナウイルスの変異株であるデルタ株およびオミクロン株により新たな規制を強いられたことから、2021年
の下半期は株価が低迷しました。また、2021年下半期はインフレおよび金利上昇の影響に関して市場の懸念が高まり
ました。
　2021年の多くの時期において、市場は成長率の高いテクノロジー関連株を「安全な避難先」と見なし、トラブルの最
初の兆候が見られた時点でテクノロジー関連株に戻っていきました。米国連邦準備制度（ＦＥＤ）がインフレは一時的で
あるとの見解を見直し始めるまで、投資家は当該見解を再評価しませんでした。中央銀行が、量的緩和の終了を前倒し
して2022年に金利を引き上げることを明確にすると、テクノロジー・セクターへの評価が不安定となり始め、2022年
の初めには、テクノロジー・セクターの株価が急落しました。
　当期を通して、地域市場と先進国市場の間には顕著な相違がありました。金融政策およびコロナウイルスのワクチン
提供のスピードの違いによるものです。米国は、テクノロジー企業に先導され、当期の多くの時期において、好調な市
場が持続しました。株価は割高と見られたものの、テクノロジー企業のグループは堅調な収益を獲得し続け、投資家の
支持を集めました。日本では、岸田文雄新総理大臣がより安定した政治環境をもたらし、回復期に入りました。
　新興市場では、地域ごとの違いがより一層顕著でした。ラテンアメリカおよび中国の市場はいずれも低迷しました。
中国の株式は、政府による干渉が強まったことにより、特にインターネット・セクターが打撃を受けました。インターネット
大手は、主要な中国の指数において最大の比率を占めるため、これらの企業の株価低迷は、中国市場に極めて大きな
影響を与えました。ラテンアメリカ市場は、当該地域の中央銀行が金利の引上げを強いられたため、低迷しました。
　インフレが予想を上回るスピードで進んだため、当期を通して、指数に連動する政府債は堅調でした。歴史上インフレ
への一定の保護策となってきたコモディティおよび天然資源のセクターもまた、力強さを見せました。特に、化石燃料の
大手は、エネルギー価格の上昇で恩恵を受けました。
　環境・社会・ガバナンス（以下「ＥＳＧ」といいます。）は、ＥＳＧを意識したファンドが2021年の顕著な成功を再現でき
なかったものの、重要な検討事項であり続けました。多くの「グリーン」な企業は、政府の「より良い復興」を目指す動き
の恩恵を引き続き受けており、これにより株価が下支えされました。
　当期は、インカム収益を求める投資家にとっては相対的に良い時期でした。2020年に、特に米国および英国におい
ては大打撃を受けましたが、企業が自信を取り戻すと、配当金も急激に元に戻りました。銀行の配当金に対する制限は
撤廃され、またコモディティ価格の上昇を背景に鉱業セクターは配当金を引き上げました。
　米国10年国債の利回りは、債券の価格に反比例して変動しますが、当期の前半を通じて下落し、多少の変動はあっ
たものの8月までに約1.5%から1.2%に下落しました。米国連邦準備制度（ＦＥＤ）による金利引上げ予想によって、当期
後半には利回りが押し上げられ、当期の終わりには約2%となりました。

■ポートフォリオについて
　当期、ビジネスモデルと財務状況が良好で、配当利回りが市場平均を上回り、長期的に株主に配当を支払う可能性
が高いと判断される銘柄を引き続き組み入れた運用を行いました。

■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
　当期末現在における投資有価証券等の主な銘柄については、後記「Ⅳ. ファンドの経理状況」の「（３）投資有価証券
明細表等」をご参照ください。

■今後の運用方針
　今後も引き続き、投資方針に従って、ポートフォリオの運用を行う方針です。
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(2）費用の明細

項　　目 項目の概要
年間管理報酬 0.60％ 約款に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われます。

年間販売報酬 0.55％ 投資者からの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として、販売会
社に支払われます。

年間代行協会員報酬 0.05％
受益証券１口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その
他の書類の日本における販売会社に対する送付等の業務の対価として、代行協会員に支払
われます。

その他の費用（当期） 0.29％
保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬、管理業務会社手数料、運
営に関するすべての費用（税金、法務および監査費用（弁護士に支払う開示書類の作成・届
出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等）を含みます。）、ルクセンブ
ルグの年次税および所有する有価証券等の取引関連手数料等として支払われました。

（注） 各報酬については、目論見書に定められている純資産総額に対する料率を記載しています。「その他の費用（当期）」には運用状況等により変動する
ものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をポートフォリオの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示
していますが、実際の比率とは異なります。
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Ⅱ．運用実績 

（１）投資状況 

 資産別および地域別の投資状況 

  （2022年５月末日現在）

資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（注）（％） 

株式 アメリカ合衆国 38,073,019 43.89 

 英国 16,215,771 18.70 

 フランス 9,589,530 11.06 

 台湾 3,747,976 4.32 

 デンマーク 2,478,991 2.86 

 カナダ 2,201,458 2.54 

 ポルトガル 2,198,417 2.53 

 アイルランド 1,981,328 2.28 

 スイス 1,721,495 1.98 

 オランダ 1,421,721 1.64 

 日本 1,358,708 1.57 

 スペイン 1,152,211 1.33 

 シンガポール 898,185 1.04 

 メキシコ 897,797 1.04 

 インドネシア 883,387 1.02 

 フィンランド 298,956 0.34 

 小計 85,118,950 98.13 

集団投資スキーム アイルランド 563,534 0.65 

投資資産合計 85,682,484 98.78 

現金およびその他の資産（負債控除後） 1,054,579 1.22 

合計（純資産総額） 
86,737,063 

(11,121百万円) 
100.00 

（注）投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。 
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（２）投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

       （2022年５月末日現在）

 銘柄 国・地域名 業種 株数 

米ドル 

投資比率 
（％） 

取得金額 時価 

単価 金額 単価 金額 

１ MICROSOFT CORP 
アメリカ合
衆国 

ソフトウェア 12,289.00 227.38 2,794,305.62 270.85 3,328,475.65 3.84 

２ SANOFI SA フランス 医薬品 25,947.00 93.02 2,413,468.09 106.00 2,750,386.61 3.17 

３ 
RECKITT BENCKISER GROUP 
PLC 

英国 
ヘルスケア製
品 

33,631.00 87.45 2,941,178.48 76.69 2,579,235.85 2.97 

４ RELX PLC 英国 
情報および分
析 

88,038.00 22.77 2,004,870.18 28.62 2,519,981.87 2.91 

５ NOVO NORDISK A/S 'B' デンマーク 医薬品 22,387.00 74.59 1,669,832.86 110.73 2,478,991.30 2.86 

６ 
TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING CO LTD 

台湾 半導体 128,000.00 15.06 1,927,114.36 19.29 2,469,595.18 2.85 

７ M&T BANK CORP 
アメリカ合
衆国 

金融サービス 13,799.00 140.66 1,940,944.41 177.67 2,451,668.33 2.83 

８ ASTRAZENECA PLC 英国 医薬品 18,618.00 93.54 1,741,442.28 130.77 2,434,761.06 2.81 

９ 
FIDELITY NATIONAL 
INFORMATION SERVICES 
INC 

アメリカ合
衆国 

金融セクター 22,260.00 140.10 3,118,713.19 104.33 2,322,385.80 2.68 

10 
EDP - ENERGIAS DE 
PORTUGAL SA 

ポルトガル 電力 436,545.00 5.48 2,391,217.47 5.04 2,198,416.96 2.53 

11 DIAGEO PLC 英国 飲料 46,988.00 42.42 1,993,198.76 46.16 2,169,148.33 2.50 

12 
INTERCONTINENTAL 
EXCHANGE INC 

アメリカ合
衆国 

金融サービス 20,862.00 112.72 2,351,646.60 102.12 2,130,427.44 2.46 

13 COMCAST CORP 'A' 
アメリカ合
衆国 

通信 47,658.00 46.59 2,220,515.29 43.79 2,086,943.82 2.41 

14 PRUDENTIAL PLC 英国 保険 156,534.00 18.68 2,924,324.33 13.18 2,063,225.73 2.38 

15 UNITEDHEALTH GROUP INC 
アメリカ合
衆国 

ヘルスケア製
品 

4,089.00 365.25 1,493,495.07 502.28 2,053,822.92 2.37 

16 TELUS CORP カナダ 通信 81,721.00 16.60 1,356,410.90 25.05 2,046,983.88 2.36 

17 HASBRO INC 
アメリカ合
衆国 

エンターテイ
メント 

23,423.00 89.68 2,100,517.15 87.15 2,041,314.45 2.35 

18 VISA INC 'A' 
アメリカ合
衆国 

金融サービス 9,508.00 200.90 1,910,126.41 212.19 2,017,502.52 2.33 

19 MEDTRONIC PLC 
アイルラン
ド 

医療機器 19,851.00 109.61 2,175,795.27 99.81 1,981,328.31 2.28 

20 ABBVIE INC 
アメリカ合
衆国 

医薬品 13,036.00 92.51 1,205,940.04 147.58 1,923,852.88 2.22 

21 
ESTEE LAUDER COS INC 
'A' 

アメリカ合
衆国 

化粧品 7,469.00 297.29 2,220,480.59 255.22 1,906,238.18 2.20 

22 
CITIZENS FINANCIAL 
GROUP INC 

アメリカ合
衆国 

銀行 44,748.00 35.69 1,596,940.59 40.66 1,819,453.68 2.10 

23 ASSURANT INC 
アメリカ合
衆国 

保険 10,124.00 132.85 1,344,958.75 179.02 1,812,398.48 2.09 

24 SYNCHRONY FINANCIAL 
アメリカ合
衆国 

金融サービス 48,790.00 40.05 1,954,264.46 36.35 1,773,516.50 2.04 

25 
PHILIP MORRIS 
INTERNATIONAL INC 

アメリカ合
衆国 

たばこ 16,542.00 87.50 1,447,435.84 105.58 1,746,504.36 2.01 

26 SCHNEIDER ELECTRIC SE フランス 電子機器 12,590.00 137.09 1,726,010.68 138.43 1,742,794.83 2.01 

27 ESSILORLUXOTTICA SA フランス アイウェア 10,809.00 170.08 1,838,420.26 160.47 1,734,555.20 2.00 

28 OTIS WORLDWIDE CORP 
アメリカ合
衆国 

交通システム 23,319.00 65.72 1,532,428.02 74.17 1,729,570.23 1.99 

29 ZURICH INSURANCE GROUP スイス 金融サービス 3,785.00 471.95 1,786,324.38 454.82 1,721,494.53 1.98 

30 FERGUSON PLC 英国 建築材料 14,083.00 120.09 1,691,283.90 120.63 1,698,801.85 1.96 
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② 投資不動産物件 

 該当事項なし（2022年５月末日現在）。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

 該当事項なし（2022年５月末日現在）。 
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（３）運用実績 

 以下は、クラスＡ受益証券（米ドル建て）に関する運用実績である。クラスＡ受益証券（米ド

ル建て）は、2011年８月26日から運用を開始した。 

 以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証

するものではない。 

① 純資産の推移 

 下記の各会計年度末および当期中の各月末における純資産の推移は、以下のとおりである。 
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クラスＡ受益証券（米ドル建て） 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 米ドル 千円 米ドル 円 

第８会計年度末 
（2013年１月末日） 

22,124,855 2,836,628 11.73 1,504 

第９会計年度末 
（2014年１月末日） 

102,369,242 13,124,761 12.25 1,571 

第10会計年度末 
（2015年１月末日） 

109,709,927 14,065,910 12.79 1,640 

第11会計年度末 
（2016年１月末日） 

74,759,563 9,584,924 12.16 1,559 

第12会計年度末 
（2017年１月末日） 

56,100,279 7,192,617 13.00 1,667 

第13会計年度末 
（2018年１月末日） 

51,781,761 6,638,940 15.43 1,978 

第14会計年度末 
（2019年１月末日） 

38,005,128 4,872,637 13.27 1,701 

第15会計年度末 
（2020年１月末日） 

38,532,969 4,940,312 14.95 1,917 

第16会計年度末 
（2021年１月末日） 

33,807,455 4,334,454 15.44 1,980 

第17会計年度末 
（2022年１月末日） 

40,520,691 5,195,158 17.02 2,182 

2021年２月末日 34,936,320 4,479,186 15.58 1,998 

３月末日 34,781,123 4,459,288 16.21 2,078 

４月末日 35,962,440 4,610,744 16.96 2,174 

５月末日 36,875,582 4,727,818 17.34 2,223 

６月末日 40,901,431 5,243,972 17.29 2,217 

７月末日 41,639,300 5,338,575 17.52 2,246 

８月末日 42,103,389 5,398,076 17.57 2,253 

９月末日 40,910,540 5,245,140 16.98 2,177 

10月末日 40,882,057 5,241,489 17.48 2,241 

11月末日 39,406,209 5,052,270 17.13 2,196 

12月末日 42,464,290 5,444,347 17.92 2,298 

2022年１月末日 40,520,691 5,195,158 17.02 2,182 

（注）ポートフォリオは、日本国内ではクラスＡ受益証券（米ドル建て）のみを募集する。 
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＜参考情報＞ 
 

 

※2012年５月末から2022年５月末まで月末ベース 

※分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額（実際の１口当たり

純資産価格と異なることがある。）について、2012年５月末日の１口当たり純資産価格を起点として指数化している。 
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② 分配の推移 

 下記の各会計年度および当期中における受益証券１口当たりの分配金（税引前）は、以下の

とおりである。 

 

クラスＡ受益証券（米ドル建て） 

 
１口当たり分配金（税引前） 

米ドル 円 

第８会計年度 0.360000 46.16 

第９会計年度 0.360000 46.16 

第10会計年度 0.360000 46.16 

第11会計年度 0.360000 46.16 

第12会計年度 0.360000 46.16 

第13会計年度 0.360000 46.16 

第14会計年度 0.360000 46.16 

第15会計年度 0.360000 46.16 

第16会計年度 0.360000 46.16 

第17会計年度 0.360000 46.16 

2021年２月22日 0.030000 3.85 

３月22日 0.030000 3.85 

４月20日 0.030000 3.85 

５月20日 0.030000 3.85 

６月21日 0.030000 3.85 

７月20日 0.030000 3.85 

８月20日 0.030000 3.85 

９月21日 0.030000 3.85 

10月20日 0.030000 3.85 

11月22日 0.030000 3.85 

12月20日 0.030000 3.85 

2022年１月20日 0.030000 3.85 

 

＜参考情報＞ 
 

 

（注１）上記は、受益証券１口当たりの、税引前の数値である。 

（注２）「直近１年間の累計」は、2021年６月１日から2022年５月末日までの、「設定来の累計」は、2011年８月26日

から2022年５月末日までの期間における分配金の累計額である。 
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③ 収益率の推移 

 下記の各会計年度における収益率は、以下のとおりである。 

 

クラスＡ受益証券（米ドル建て） 

 収益率（％）（注） 

第８会計年度 14.81 

第９会計年度 7.50 

第10会計年度 7.35 

第11会計年度 －2.11 

第12会計年度 9.87 

第13会計年度 21.46 

第14会計年度 －11.67 

第15会計年度 15.37 

第16会計年度 5.69 

第17会計年度 12.56 

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ 

ａ＝会計年度末の１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金の合計額を加えた額） 

ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース）。 

 

＜参考情報＞ 
 

 

（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ 

ａ＝上記暦年末の１口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額） 

ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース） 

（注２）2022年については年初から５月末日までの収益率を記載している。 

※ポートフォリオにはベンチマークはない。 
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（４）販売及び買戻しの実績 

 下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下

のとおりである。 

 

クラスＡ受益証券（米ドル建て） 

 販売口数 

 

買戻口数 

 

発行済口数 

 

本邦内におけ
る販売口数 

本邦内におけ
る買戻口数 

本邦内におけ
る発行済口数 

第８会計年度 2,030,637 2,030,637 939,809 939,809 1,886,526 1,886,526 

第９会計年度 9,345,340 9,345,340 2,873,020 2,873,020 8,358,846 8,358,846 

第10会計年度 4,507,746 4,497,942 4,290,140 4,290,140 8,576,452 8,566,648 

第11会計年度 1,631,128 1,631,128 4,058,498 4,058,498 6,149,082 6,139,278 

第12会計年度 795,955 795,955 2,630,108 2,630,108 4,314,929 4,305,125 

第13会計年度 5,045,339 184,036 6,004,810 4,489,161 3,355,458 0 

第14会計年度 476,623 0 968,734 0 2,863,347 0 

第15会計年度 184,128 0 470,798 0 2,576,677 0 

第16会計年度 234,516 0 622,111 0 2,189,082 0 

第17会計年度 573,389 0 382,270 0 2,380,201 0 

（注）第13会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反

映した数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。 
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Ⅲ．純資産額計算書 
   （2022年１月末日現在）

  米ドル（Ⅳを除く） 千円（ⅣおよびⅤを除く） 

Ⅰ 資産総額  91,855,444 11,776,786 

Ⅱ 負債総額  181,821 23,311 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）  91,673,623 11,753,475 

Ⅳ 発行済口数 

クラスＡ受益証券 
（米ドル建て） 

2,380,201口 

クラスＦ受益証券 
（米ドル建て） 

2,534,995口 

Ⅴ １口当たり純資産価格 

クラスＡ受益証券 
（米ドル建て） 

17.02 2,182円 

クラスＦ受益証券 
（米ドル建て） 

20.18 2,587円 
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Ⅳ．ファンドの経理状況 

 

ａ．本書記載のファンドの邦文の財務書類（以下「邦文の財務書類」という。）は、ルクセンブルグ

における諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類

（以下「原文の財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンド

の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第131条第５項ただし書の規

定が適用されている。 

 邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の米ドル表示の金額のうち主

要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2022年５月31日の株式会社三

菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である、１米ドル＝128.21円の為替レートが使用さ

れている。 

 円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、下記ｂの監査証明に相当すると認められる証

明の対象になっていない。 

 

ｂ．原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第

７項に規定されている外国監査法人等をいう。）であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・

レスポンサビリテ・リミテ（ファンドの本国における独立登録会計事務所）から、「金融商品取引

法」（昭和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認

められる証明を受けている。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。 
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（１）貸借対照表 

世界株式インカム・ポートフォリオ 

純資産計算書 

2022年１月31日現在 

 

 注記  米ドル  千円 

資産      

有価証券ポートフォリオ－原価   80,420,219  10,310,676 

未実現利益   11,256,187  1,443,156 

有価証券ポートフォリオ－時価 2(a)  91,676,406  11,753,832 

銀行預金 2(a)  26,659  3,418 

未収利息及び未収配当金 2(a)  55,573  7,125 

ファンド受益証券販売未収入金 2(a)  96,806  12,411 

資産合計   91,855,444  11,776,786 

負債      

未払費用及びその他の負債 
2(a),4,5, 
6,7,8 

 181,821  23,311 

負債合計   181,821  23,311 

純資産合計   91,673,623  11,753,475 

 

 45ページから50ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。 
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世界株式インカム・ポートフォリオ 

３年間の純資産価額の要約 

2022年１月31日現在 

 

  2022年１月31日現在  2021年１月31日現在  2020年１月31日現在 

  (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円) 

 純資産合計  91,673,623  11,753,475  90,790,319 11,640,227  100,733,419 12,915,032 

           

 １口当たり純資産額：           

   (米ドル)  (円)  (米ドル)  (円)  (米ドル)  (円) 

  クラスＡ分配型受益証券  17.02  2,182  15.44 1,980  14.95 1,917 

  クラスＦ分配型受益証券  20.18  2,587  17.98 2,305  17.21 2,206 

 

  45ページから50ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。 
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（２）損益計算書 

世界株式インカム・ポートフォリオ 

損益計算書及び純資産変動計算書 

2022年１月31日に終了した年度 

 

 注記  米ドル  千円 

期首純資産   90,790,319  11,640,227 

      

収益      

受取配当金（源泉税控除後） 2(c)  1,822,770  233,697 

収益合計   1,822,770  233,697 

      

費用      

銀行支払利息 2(c)  89  11 

管理報酬 ４  235,217  30,157 

販売報酬 ４  235,217  30,157 

事務管理報酬 ６  63,671  8,163 

監査報酬 ７  13,004  1,667 

弁護士報酬    30,714  3,938 

印刷費及びその他の報告費用   63,534  8,146 

税金 10  31,869  4,086 

管理調整報酬 ５  9,801  1,257 

保管報酬 ８  15,272  1,958 

名義書換事務代行報酬   5,767  739 

その他の報酬 2(c)  30,651  3,930 

費用合計   734,806  94,209 

投資純利益   1,087,964  139,488 

      

投資実現利得 2(a),2(b)  13,276,914  1,702,233 

投資実現損失 2(a),2(b)  (2,702,942) (346,544)

実現純利得：      

外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)  490,083 62,834 

当期実現純利得   11,064,055  1,418,522 

      

（続く）      
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 注記  米ドル  千円 

投資未実現利益の変動   912,691 117,016 

投資未実現損失の変動   (948,421)  (121,597)

未実現損失の純変動：      

外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)  (437) (56)

当期の未実現損失の純変動   (36,167) (4,637)

営業活動による純資産の増加   12,115,852  1,553,373 

      

受益証券の増減      

受益証券の発行による正味受取額 2(h)  13,822,181  1,772,142 

受益証券の買戻による正味支払額 2(h)  (23,256,261) (2,981,685)

受益証券の増減による純資産の減少   (9,434,080) (1,209,543)

   

分配金宣言額 11  (1,798,468) (230,582)

      

期末純資産   91,673,623  11,753,475 

 

 45ページから50ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。 
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世界株式インカム・ポートフォリオ 

発行済受益証券変動計算書 

2022年１月31日に終了した年度 

 

 期首発行済 

受益証券口数 

発行受益証券 

口数 

買戻受益証券 

口数 

期末発行済 

受益証券口数 

クラスＡ分配型受益証券 2,189,082 573,389 382,270 2,380,201 

クラスＦ分配型受益証券 3,168,564 202,553 836,122 2,534,995 

 

 45ページから50ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。 
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（３）投資有価証券明細表等 

世界株式インカム・ポートフォリオ 

投資明細表 

2022年１月31日現在 

 

保有高  銘柄 
時価 

（米ドル） 

純資産比率

（％） 

公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品 

普通株式     

  カナダ   

1,113  TELUS Corp 26,069 0.03 

   26,069 0.03 

     

  中国   

70,300  ENN Energy Holdings Ltd 1,114,406 1.22 

   1,114,406 1.22 

     

  デンマーク   

28,487  Novo Nordisk A/S 'B' 2,821,827 3.08 

   2,821,827 3.08 

     

  フィンランド   

5,842  Kone Oyj 'B' 372,684 0.41 

   372,684 0.41 

     

  フランス   

6,424  EssilorLuxottica SA 1,197,526 1.30 

2,348  Kering SA 1,720,910 1.88 

1,520  LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,218,122 1.33 

30,925  Sanofi 3,219,772 3.51 

7,961  Schneider Electric SE 1,327,108 1.45 

   8,683,438 9.47 

     

  インドネシア   

3,200,500  Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 905,718 0.99 

   905,718 0.99 

     

  アイルランド   

24,682  Medtronic Plc 2,517,564 2.75 

   2,517,564 2.75 

 

（続く） 
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保有高  銘柄 
時価 

（米ドル） 

純資産比率

（％） 

  日本   

45,700  KDDI Corp 1,443,408 1.57 

   1,443,408 1.57 

     

  メキシコ   

269,026  Wal-Mart de Mexico SAB de CV 915,239 1.00 

   915,239 1.00 

     

  ポルトガル   

439,700  EDP - Energias de Portugal SA 2,230,931 2.43 

   2,230,931 2.43 

     

  シンガポール   

43,300  DBS Group Holdings Ltd 1,126,421 1.23 

   1,126,421 1.23 

     

  スペイン   

11,363  Amadeus IT Group SA 759,724 0.83 

   759,724 0.83 

     

  スイス   

12,764  Logitech International SA Reg 1,049,370 1.14 

4,059  Nestle SA Reg 519,482 0.57 

9,499  TE Connectivity Ltd 1,339,074 1.46 

   2,907,926 3.17 

     

  台湾   

23,000  MediaTek Inc 888,941 0.97 

114,000  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,606,745 2.84 

   3,495,686 3.81 

     

  英国   

20,626  AstraZeneca Plc 2,393,261 2.61 

227,698  BAE Systems Plc 1,771,531 1.93 

46,796  Diageo Plc 2,346,986 2.56 

11,528  Ferguson Plc 1,798,752 1.96 

124,251  Prudential Plc 2,061,359 2.25 

 

（続く） 
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保有高  銘柄 
時価 

（米ドル） 

純資産比率

（％） 

33,631  Reckitt Benckiser Group Plc 2,707,774 2.95 

88,038  RELX Plc 2,670,251 2.91 

418,479  Taylor Wimpey Plc 847,114 0.93 

   16,597,028 18.10 

     

  米国   

17,608  AbbVie Inc 2,404,372 2.62 

5,077  American Tower Corp (Reit) 1,252,141 1.37 

12,705  Assurant Inc 1,908,672 2.08 

30,988  Baker Hughes Co 824,281 0.90 

46,075  Citizens Financial Group Inc 2,331,395 2.54 

32,265  Comcast Corp 'A' 1,594,375 1.74 

4,241  Estee Lauder Cos Inc 'A' 1,305,125 1.42 

24,447  Fidelity National Information Services Inc 2,858,832 3.12 

23,423  Hasbro Inc 2,108,773 2.30 

20,862  Intercontinental Exchange Inc 2,611,297 2.85 

2,992  Intuit Inc 1,620,078 1.77 

11,678  M&T Bank Corp 1,961,554 2.14 

11,267  Microsoft Corp 3,498,854 3.82 

23,319  Otis Worldwide Corp 1,954,365 2.13 

6,920  Paychex Inc 797,599 0.87 

19,294  Philip Morris International Inc 1,989,597 2.17 

15,046  Progressive Corp 1,616,392 1.76 

31,768  Synchrony Financial 1,314,560 1.43 

13,997  Texas Instruments Inc 2,488,107 2.72 

5,070  UnitedHealth Group Inc 2,376,664 2.59 

9,508  Visa Inc 'A' 2,117,907 2.31 

34,642  Williams Cos Inc 1,013,278 1.11 

 41,948,218 45.76 

普通株式合計 87,866,287 95.85 

公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡

可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計 
87,866,287 95.85 

 

（続く） 
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保有高  銘柄 
時価 

（米ドル） 

純資産比率

（％） 

その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品 

普通株式     

  カナダ   

98,027  TELUS Corp 2,295,990 2.50 

 2,295,990 2.50 

普通株式合計 2,295,990 2.50 

その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計 2,295,990 2.50 

   

集団投資スキーム~ 

  アイルランド   

15,137  
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally 
Aware Fund 

1,514,129 1.65 

 1,514,129 1.65 

集団投資スキーム合計 1,514,129 1.65 

有価証券ポートフォリオ－時価 91,676,406 100.00 

その他の純負債 (2,783) 0.00 

純資産合計（米ドル） 91,673,623 100.00 

    

～関連当事者のファンドに対する投資である。詳細については、注記９を参照のこと。 

 

セクター別内訳 

2022年１月31日現在 

  純資産比率(％) 

非耐久消費財  31.87 

金融  20.95 

技術  17.25 

耐久消費財  9.40 

工業  7.38 

通信  5.84 

ユーティリティー  3.65 

エネルギー  2.01 

集団投資スキーム  1.65 

有価証券ポートフォリオ－時価  100.00 

その他の純負債  0.00 

  100.00 

 

 45ページから50ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。 
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ 

財務諸表に対する注記 

2022年１月31日現在 

 

１ 組織 

ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「当ファンド」という。）は、

ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託（fonds 

commun de placement）である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律（改正

後）（以下「2010年法」という。）のパートⅡに基づいて設定されている。当ファンドは、2011年６

月８日付の欧州議会及び理事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号

（以下「ＡＩＦＭＤ」という。）、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月

12日付のルクセンブルグの法律（改正後）（以下「2013年法」という。）に準拠して、オルタナティ

ブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」という。）としての資格を有している。 

管理会社は、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド（以下「ＡＩ

ＦＭ」という。）をオルタナティブ投資ファンド運用会社に任命した。ＡＩＦＭは、当ファンドに対

して投資運用サービス（ポートフォリオ及びリスク管理機能を含む。）の提供及び斡旋を行う。ＡＩ

ＦＭは、ＡＩＦＭＤの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する

権利を有している。 

 2022年１月31日現在、当ファンドは、５つのポートフォリオの受益証券を販売している。これらは、

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ス

トラテジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・

ポートフォリオ（以下それぞれを「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。）で

ある。各ポートフォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。 

 各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象さ

れる。独立した受益証券は、54ページ（訳者注：原文のページ）に詳述の通り、受益証券クラスに細

分化されている。 

 各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造

はそれぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述している。 

 

当年度中の重要な事象 

・ 新たな目論見書を2021年３月10日付で発行している。 

・ 2021年４月１日付で、スヴェトラナ・ブトビナ及びレオン・ジョセフィーヌ・シュワブが管理会

社の取締役に任命されている。 

・ 2021年９月23日付で、グラハム・バンピングが管理会社の取締役会議長を退任している。 

・ 2021年９月23日付で、ジョナサン・グリフィンが管理会社の取締役会議長に任命されている。 

・ 2021年９月23日付で、エイドリアン・ローレンスが管理会社の取締役を退任している。 

・ 2021年９月23日付で、リチャード・ガードナーが管理会社の取締役に任命されている。 

・ 新たな目論見書を2022年１月１日付で発行している。 

 

２ 重要な会計方針の要約 

財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投

資会社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制

上の要求に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。 
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(a）投資及びその他の資産の評価 

当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。 

マネー・マーケット以外のポートフォリオ 

・ ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額（以下「ＮＡＶ」という。）

の決定において、ポートフォリオは、ＡＩＦＭが承認した価格決定機関より提供されるター

ム・ローンの評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、

買呼値でターム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、

価格決定機関が評価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公

正な市場価値で評価している。価格決定機関の手続及び評価方法は、ＡＩＦＭの全般的な監督

のもと、関連するポートフォリオの投資顧問会社（以下「投資顧問会社」という。）のレ

ビューを受ける。ＡＩＦＭは、価格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方

法であると誠実に判断している。 

・ 組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品（短期債券を除き、上場証券を含む。）で

構成されている。これらの有価証券は、１つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証

券取引、機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関

投資家の取引規模を単位として決定した価格に基づき評価される。 

・ 証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式イ

ンカム・ポートフォリオ（評価日現在のルクセンブルグ時間午後４時（以下「４ＰＭ ＣＥ

Ｔ」、又は各場合において「関連時刻」という。）時点で入手可能な最終の価格で評価され

る。）を除き、評価日の直前営業日の営業終了時点で入手可能な最終の当該取引所又は市場の

価格で評価される。ある特定の有価証券について取引がなかった場合の有価証券の価格は、関

連時刻において入手可能な直近の買呼値とするか、一定の場合には、当該有価証券の主要な市

場である取引所の直近の取引価格、又はＮＡＳＤＡＱ等の店頭（以下「ＯＴＣ」という。）市

場が主要な市場である有価証券については直近の買呼値で評価される。 

・ オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の

直近の入手可能な純資産価額で評価される。 

・ 証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、１

つ又は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相

当額により評価される。ＯＴＣ市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で

評価される。複数の取引所で取引されている有価証券は、ＡＩＦＭにより又はその指示により

主要な市場に指定された取引所に基づいて評価される。ＯＴＣ市場及び証券取引所の両方で取

引されている組入証券は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。 

・ ＡＩＦＭは、市場相場を容易に入手できない又は独立の市場相場が公正な市場価値を反映して

いないと判断する場合には、適用法に従い当該資産又は負債の公正な市場価値を算定している。

資産又は負債の価格算定にあたり、ＡＩＦＭは（資産の種類等の要因に応じて）１つ又は複数

の公正価値評価手法を使用し得る。例えば、資産の価格を、投資の当初取得原価を基に算定す

る場合や、独自の又は第三者のモデルを使用する場合もある。このモデルには、直接ポート

フォリオ管理の価格算定インプットに基づくモデルや、資産及び／又は負債の評価時にＡＩＦ

Ｍが考慮する複数の要因の重要性及び一定の仮定を反映したモデルがある。また、ＡＩＦＭは、

資産及び／又は負債（又は関連若しくは同等の資産及び／若しくは負債）について実際に行わ

れた過去の取引価格を評価の基礎として使用する、又は適切な場合には第三者が評価した類似

資産及び／又は負債の評価額を使用する場合もある。 
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2022年１月31日現在の公正価値調整を行った一部の有価証券の公正価値は、下表に開示の通りであ

る。 

 

ポートフォリオ  通貨 
 

公正価値  
純資産比率 
（％） 

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ  米ドル 
 

16,644  0.00 

 

当該有価証券の詳細は、インカム・ストラテジー・ポートフォリオの投資明細表を参照。 

 

スーパー・マネー・マーケット・ファンド 

・ ＡＩＦＭは、募集及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受

益証券１口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、マネー・マーケット・ファンド規制（以

下「ＭＭＦＲ」という。）に従い、１米ドル（以下「安定ＮＡＶ」という。）に安定させる手

続を確立している。ＮＡＶは小数点以下四捨五入、又は当該金額相当の通貨とする。 

・ このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基

づいて評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商

品の市場価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却す

る。この方法は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価格が、その商品を売却

した場合にスーパー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下

回る期間を生じさせることがある。 

・ このポートフォリオは、短期公債ＣＮＡＶ ＭＭＦに分類されており、ＭＭＦＲの規定に準拠

している。これに伴い、ＡＩＦＭは、慎重かつ厳格な流動性管理手続を新たに導入し、当該

ポートフォリオに適用されるあらゆる流動性基準への遵守を確保している。 

・ このポートフォリオの資産の流動性が十分である（合理的に予見可能な買戻に対応可能であり、

割引価格での無理な現金化は行わない）かの判断を行うため、当該ポートフォリオの資産のボ

ラティリティを頻繁にモニターしている。また、ＡＩＦＭは、以下の方法のうち１つ又は複数

を適用し得る。 

▸  買戻に対して流動性手数料を賦課する。流動性手数料には、ポートフォリオが流動性を

維持するためのコストを適切に反映させ、当該期間に他の受益者が受益証券の買戻請求

を行った場合に、ポートフォリオに残る受益者が不当に不利益を被らないようにする。 

▸  90日の期間のうち停止期間の合計が15日を超える場合、スーパー・マネー・マーケッ

ト・ファンドは自動的に短期公債ＣＮＡＶ ＭＭＦではなくなり、ＡＩＦＭはその旨を

受益者に通知するものとする。 

▸  このポートフォリオの管理会社の取締役会は、上記取決めに関する方針を決定後、その

詳細をポートフォリオの所管官庁に直ちに報告するものとする。 

▸  買戻に関するゲート条項を設定する。これにより、最大15日間、１営業日における受益

証券の買戻額を当該ポートフォリオの受益証券の最大10％までに制限する。 

▸  最大15日間の買戻停止 

▸  ＭＭＦＲ第24項(２)に定められた義務を履行する以外の緊急措置を講じない。 

・ このポートフォリオは、シャドーＮＡＶ（このポートフォリオに組み入れられている有価証券

及びマネー・マーケット商品の時価に基づく評価額）を算定している。ＭＭＦＲの規定に従い、

１口当たり安定基準価額と時価により算定した１口当たりＮＡＶとの差額をモニターするとと

もに、ＭＭＦのウェブサイト(www.blackrock.com)に毎日公表している。 
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全ポートフォリオ 

・ 現金は額面金額で評価される。 

・ レポ契約及びリバース・レポ契約は、取得原価に経過利息を加算して評価される。レポ契約及

びリバース・レポ契約に関連する債権債務の残高は、それぞれ純資産計算書の「投資売却未収

入金」及び「投資購入未払金」に計上されている。リバース・レポ契約に係る未収利息は、純

資産計算書の「未収利息及び未収配当金」に計上されている。 

・ マネー・マーケット商品等の流動性資産は償却原価に基づいて評価される。 

・ 特に未収利息、未収配当金、投資売却未収入金及びファンド受益証券販売未収入金等の資産は

額面価額で評価される。 

・ 特に投資購入未払金、ファンド受益証券買戻未払金、未払利息及び未払分配金等の負債は額面

価額で評価される。 

 

(b）投資実現利得及び損失 

 投資売却に係る実現利得及び損失は、平均原価法に基づき算定されている。 

 

(c）投資からの収益／費用 

 当ファンドは、以下の基準で投資からの収益を貸方計上している。 

・ 受取利息は毎日未収計上され、これには、定額法に基づくプレミアムの償却及びディスカウン

トの増価が含まれる。 

・ 銀行受取利息は発生主義に基づき認識され、リバース・レポ契約に係る受取利息が含まれてい

る。 

・ 受取配当金は権利落日に計上され源泉税控除後で表示される。 

・ リバース・レポ取引に係る収益は、損益計算書の「銀行受取利息」に計上されている。 

・ 金利差異（以下「ＩＲＤ」という。）は、通貨ヘッジの過程から生じる、２つの類似する利付

有価証券間の金利の差異である。例えば、米ドル１ヶ月物金利が0.25％で、豪ドル１ヶ月物金

利が１％である場合、インプライドＩＲＤは0.75％である。外国為替市場の取引業者は、先物

外国為替レートの値付けの際にＩＲＤを利用している。ＩＲＤはプラス、ゼロ又はマイナスに

なる可能性がある。一部の管轄区域では、ＩＲＤを分配金に含めることは元本からの支払に相

当する場合がある。ＩＲＤは、損益計算書及び純資産変動計算書上のその他の報酬として計上

される。 

 

(d）金融デリバティブ商品 

  当年度において、当ファンドは多くの為替予約及び先物契約を締結した。未決済の先物契約は決

算日に契約を評価するため公正な市場価値で評価される。これら及び評価された未決済の契約から

生じる評価益／評価損は未実現利益／（損失）に計上されるとともに、純資産計算書の資産又は負

債のいずれかに計上されている。未実現利益又は損失の純変動並びに為替予約及び先物契約の決済

又は反対売買による実現純利得又は損失は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。 

当年度中に、当ファンドは、ある商品から発生するリターンと他の投資から発生するリターンを

交換するスワップ取引を締結した。当ファンドはクレジット・デフォルト・スワップ（以下「ＣＤ

Ｓ」という。）を売建て又は買建てることができる。当ファンドがＣＤＳを売建て及び／又は買建

てる場合、信用事象（契約において事前に定められる。）発生時の偶発的支払いと引き換えに、一

連のプレミアムが当ファンドに対して又は当ファンドから支払われる。このプレミアムはＣＤＳの

コストに含まれている。可能な場合は、スワップは第三者の価格決定業者から入手される日々の価

格に基づき時価評価され、実際のマーケット・メーカーと照合される。このような相場が入手でき
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ない場合、スワップはマーケット・メーカーによる日々の相場に基づき価格決定される。いずれの

場合も、相場の変動は、損益計算書及び純資産変動計算書における未実現利益又は損失の純変動と

して計上される。スワップの満期又は終了時の実現純利得又は損失及びスワップに関連して稼得し

た利息は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。 

各ポートフォリオでは、組入証券について、株式市場又はその個々の業種において予想される通

常の価格下落の影響をヘッジするために、株価指数コール・オプションの売却及び株価指数プッ

ト・オプションの購入を行う場合がある。指数オプションは、契約当事者が、行使時又は割当時に、

指数の終値とオプションの行使価格との差額に所定の倍数を乗じた額の現金を支払う又は受領する

点を除き、有価証券オプションに類似する。株価指数オプションを利用したヘッジの有効性は、主

にオプションの原指数値の変動とポートフォリオのヘッジ対象部分の変動の間の相関度に左右され

る。とりわけ、転換証券に関する相関度は、組入証券の市場価値がその転換価値に起因する程度に

影響を受ける。未実現利益又は損失の純変動及びオプションの満期時又は反対売買時の実現純利得

又は損失は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。 

 

(e）外貨換算 

各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資の原価は、購入日現在の実勢為

替レートで換算されている。各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資及び

その他の資産の市場価値は、2022年１月31日現在のルクセンブルグにおけるポートフォリオの評価

時刻現在の実勢為替レートで換算されている。未実現利益又は損失の純変動並びに各ポートフォリ

オの名称となっている通貨以外の通貨建てのその他の資産又は負債の処分又は決済による実現純利

得又は損失は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。 

各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての収益及び費用は、取引日現在の実勢

為替レートで換算されている。 

為替レートが異なっているのは、ポートフォリオ間で価格決定マトリックス及び評価時点が異な

るためである。下表には、グローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・

ポートフォリオ、及びワールド・インカム・ポートフォリオに関しては2022年１月31日の４ＰＭ 

ＣＥＴ時点の為替レートを、インカム・ストラテジー・ポートフォリオ及びスーパー・マネー・

マーケット・ファンドに関しては2022年１月28日の５ＰＭ ＣＥＴ時点の為替レートを表示してい

る。 

以下の為替レートは、2022年１月31日現在、全ポートフォリオに関して、各ポートフォリオの基

準通貨以外の通貨建ての投資、その他の資産及びその他の負債の換算に使用されている。 
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グローバル・アロケーショ
ン・ポートフォリオ、世界
株式インカム・ポートフォ
リオ及びワールド・インカ

ム・ポートフォリオ 

 

インカム・ストラテジー・
ポートフォリオ及びスー
パー・マネー・マーケッ

ト・ファンド 

 通貨  米ドル  米ドル 

 豪ドル  0.706650  0.699450 

 カナダ・ドル  0.783607  0.782932 

 スイス・フラン  1.074402  1.075095 

 デンマーク・クローネ  0.150336  0.150005 

 ユーロ  1.118800  1.116550 

 英ポンド  1.342799  1.341400 

 香港ドル  0.128254  0.128310 

 インドネシア・ルピア  0.000070  0.000070 

 日本円  0.008665  0.008682 

 メキシコ・ペソ  0.048249  0.047879 

 シンガポール・ドル  0.739044  0.737572 

 新台湾ドル  0.035953  0.035953 

 

 

(f）合算財務諸表 

 当ファンドの合算財務諸表は米ドル建で表示され、異なる全ポートフォリオの財務諸表の合計を

含んでいる（訳者注：原文11ページ及び13ページの「BlackRock Global Investment Series 

Combined」の列を示している。）。 

 

(g）繰延創立費 

 繰延創立費は資産化され、定額法により５年間にわたって償却される。2022年１月31日現在、全

ポートフォリオが繰延創立費を償却済みである。 

 

(h）収益の平準化 

各ポートフォリオは、受益証券の販売及び買戻しのみを理由として受益証券１口当たり未分配投

資純利益が変動することを防止するために、平準化の会計慣行を採用している。これは、関連する

ポートフォリオの平準化勘定を維持することによって達成される。販売された受益証券の収入のう

ち受益証券１口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に貸方計上され、買い戻され

た受益証券の支払額のうち受益証券１口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に借

方計上される。ポートフォリオによって宣言された分配金の一部は、過去に平準化勘定に貸方計上

された金額で構成される場合がある。投資家に報告される利回りには、純利益から支払われた金額

だけでなく平準化勘定から支払われた金額が含まれる場合がある。 

収益の平準化は、損益計算書及び純資産変動計算書の受益証券の増減に含まれている。 
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(i）未履行ローンは、借主に対する当ポートフォリオの残存債務である。 

2022年１月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは未履行ローン120,812米ドル

を有しており、純資産計算書の「未履行ローン債務」に開示している。 

 

３ 管理会社及び投資顧問会社 

(a）管理会社 

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、当ファンドの管理会社で

ある。管理会社は、運用規則に従い、対象受益者専用口座の当ファンドのポートフォリオを運用する

ことに合意している。管理会社は、保管会社及び必要に応じてその他のエージェント（日本国内外の

当ファンドの受益証券の販売会社を含む。）を任命しており、販売会社の選任は総販売会社に委任し

ている。 

 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、ブラックロック・グルー

プ内の完全所有子会社である。同社は金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur 

Financier）（以下「ＣＳＳＦ」という。）により規制されている。 

 

(b）ＡＩＦＭ 

管理会社は、ＡＩＦＭＤの意義の範囲内で当ファンドに対して投資運用サービス（ポートフォリオ

及びリスク管理機能を含む。）の提供及び斡旋を行うため、ブラックロック・アセット・マネジメン

ト・アイルランド・リミテッドをオルタナティブ投資ファンド運用会社に任命している。ＡＩＦＭは、

ＡＩＦＭＤの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する権利を有

している。 

ＡＩＦＭは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であり、アイルランド中央銀行の認可

を受けている。 

ＡＩＦＭは、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中から支払いを受ける。 

 

(c）投資顧問会社 

ＡＩＦＭが全面的に責任を負うことを条件として、各ポートフォリオは投資顧問会社による投資顧

問サービスを受けている。 

 

ポートフォリオ  投資顧問会社 

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ  ブラックロック・ジャパン株式会社 

世界株式インカム・ポートフォリオ  
ブラックロック・インベストメント・マネジメ

ント（ＵＫ）リミテッド 

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ  
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ

ント・インク 

スーパー・マネー・マーケット・ファンド  
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ

ント・インク 

ワールド・インカム・ポートフォリオ  ブラックロック・ジャパン株式会社 

 

投資顧問会社はブラックロック・グループの一部を形成している。 

投資顧問会社は、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中からそれぞれ支

払いを受ける。 
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４ 管理報酬及び販売報酬 

(a）管理報酬 

当年度中に、当ファンドは管理会社に対し管理報酬を支払った。 

 管理報酬の水準はＮＡＶの年率0.33％から0.75％の範囲である。ただし、クラスＦ受益証券につい

ては例外であり、管理報酬を支払わないが、別途の取決めに基づき投資顧問会社又は関係会社に報酬

を支払う。管理報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより

異なる。当該報酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、月次で支払われる。

当ファンドのＡＩＦＭ及び投資顧問会社に対する報酬は、管理会社が負担しており、管理報酬から支

払われる。 

 

(b）販売報酬 

管理会社はまた、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下

「総販売会社」という。）との間で販売契約を締結している。総販売会社は、米国外での受益証券の

販売については、日本の販売会社（３ページから４ページ（訳者注：原文のページ）に開示）等の一

定の販売会社と契約上の取決めを締結する場合がある。 

販売報酬の水準はＮＡＶの年率0.1667％から1.00％の範囲である。ただし、クラスＡＤ受益証券、

クラスＤ受益証券、クラスＦ受益証券及びインスティテューショナルＩ受益証券については販売報酬

を支払っていない。販売報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入する

かにより異なる。当該報酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、四半期ごと

に支払われる。 

各ポートフォリオの受益証券クラス１口当たりの管理報酬及び販売報酬は、当ファンドの目論見書

に詳細が開示されている。 

2020年４月30日以降、スーパー・マネー・マーケット・ファンドのクラスＡ受益証券、クラスＢ受

益証券、及びインスティテューショナルＩ受益証券に関して、管理報酬、販売報酬の放棄が行われて

いる。 

 

５ 管理調整報酬 

 管理会社は、ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル

（以下「ＢＲＯＬ」という。）との間で契約を締結しており、これに従ってＢＲＯＬは、管理会社の

取締役会の指示により、当ファンドのために一定の法人サービス及び管理調整サービスを提供する。 

 管理調整報酬の料率は、当ファンドの日々の平均ＮＡＶの年率0.025％である（クラスＦ受益証券

を除く）。 

 

６ 事務管理報酬 

 管理契約に従った全般的な事務管理業務（これらのサービスには通常の報酬が課される。）により

ルクセンブルグの本部において管理会社を支援するため、管理会社は、ルクセンブルグ Ｌ－1855 

ジェイ・エフ・ケネディ通り 49番（49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg）に所在するス

テート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨルクセンブルグ支店を事務管理代行会社

に任命した。 
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７ 監査報酬 

下表は、デロイト・オーディット・エス・エイ・アール・エルに支払った2022年１月31日終了年度

の報酬の内訳である。 

 

    
2022年１月31日 

ユーロ 

監査業務及び監査関連業務（ＶＡＴを除く）    61,000 

非監査業務    － 

 

８ 保管報酬 

 管理会社は、保管会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨルクセ

ンブルグ支店と保管契約を締結している。当該契約は、ＡＩＦＭの任命に伴い2019年１月17日付で修

正されている。 

保管契約は、費用又は分配金の支払いのためにトレーディング勘定又は営業勘定において保有する

現金（他の銀行において保持される場合がある。）を除く、当ファンドのすべての有価証券及び現金

を、保管会社が保有する、又は資金を継続的に管理する保管会社により承認された他の銀行の翌日物

コール勘定又は定期預金に管理会社が現金を入れている場合には保管会社の指図に従う旨を規定して

いる。保管会社は、当ファンドのために購入又は売却された有価証券の元本及びそれに係る収益の回

収、並びにこれに関する支払及び収入の回収に責任を負う。ＡＩＦＭ及び当ファンドによるＡＩＦＭ

Ｄへの準拠と同様に、ＡＩＦＭＤに基づく保管会社の役割には、受益証券保有者保護の充実のほか、

当ファンド資産の分別管理と当ファンドのすべての金融商品、現金、及びその他の資産の保管責任

（以下「分別保管機能」という。）が含まれることになった。 

保管会社は、当ファンドの純資産に対し年率で表される通常の料率に従って、これらのサービスに

関する報酬を当ファンドに請求する。保管会社は１社以上の取引銀行を定める場合があり、保管会社

が米国における取引銀行を確保することが期待されている。この報酬は当ファンドが負担する。また

分別保管機能の一環として、保管会社は、保管する金融商品の紛失について当ファンドに対して責任

を負う。 

 

９ 関連当事者との取引 

 管理会社、総販売会社、ＡＩＦＭ、投資運用会社及び投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デ

ラウェア州で設立された会社のブラックロック・インクである。 

 当年度中、通常の業務範囲外又は通常の取引条件外の重要な取引は行われていない。 

 

10 税金 

 現行のルクセンブルグの法律及び慣習に基づき、当ファンドはルクセンブルグにおける通常の所得

税又はキャピタル・ゲイン税を課されず、当ファンドにより支払われる分配金もルクセンブルグの源

泉税の対象とならない。ただし、当ファンドは、2010年法に従い年次税（taxe d'abonnement）の対

象になっており、暦年の各四半期末現在の各ポートフォリオのＮＡＶに対して年率0.05％が課される

（スーパー・マネー・マーケット・ファンド及び2010年法第174条の意義の範囲の機関投資家向け

ポートフォリオ又は受益証券クラスについては、年率0.01％の軽減税率が課される。）。2022年１月

31日終了年度では、グローバル・アロケーション・ポートフォリオ及びワールド・インカム・ポート

フォリオはルクセンブルグの税金を支払っていないが、これは既にルクセンブルグの年次税の対象と

なっている他の集団投資に当ポートフォリオが保有する資産について年次税の支払を行っていないた

めである。 
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 諸外国の税法に基づいて、利息、配当及びキャピタル・ゲインに対し、様々な税率で源泉税が課さ

れる場合がある。 

 

11 分配金 

スーパー・マネー・マーケット・ファンド 

純収益（未払費用控除後の発生利息収益）が各評価日の分配金となり、１口当たりＮＡＶの日次の

算定直前に記録されていた受益証券保有者を対象に、各評価日現在発行済みの全受益証券に関して宣

言される。これは、常に、ルクセンブルグ時間の午後12時より前に決済された受益証券の申し込みに

ついて、この日から当該受益証券が分配金の権利を得ること、及び買い戻された受益証券は当該買戻

の決済日に宣言された日次の分配金を受け取る権利がないことを条件としている。 

 

マネー・マーケット・ポートフォリオ以外 

関連する他のポートフォリオの純収益は、(i)発生利息、稼得した割引（当初発行時及び市場での

ディスカウント時の両方を含む。）又はその他の稼得した収益から、(ii)ポートフォリオの見積費用

（管理報酬を含む。）を控除した額で構成されている。宣言された各分配金について、管理会社の取

締役会は、その分配金を、未分配投資純利益から支払うか、実現及び未実現キャピタル・ゲインから

支払うか、またどれくらい支払うか、平準化勘定の貸方又は借方純額につきそれぞれ増額又は減額す

るかどうかを決定することができる。 

 

12 信用枠 

 2022年１月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは、ステート・ストリート・バン

ク・アンド・トラスト・カンパニーの信用枠40,000,000米ドルを使用する権利を有していた。2022年

１月31日現在の借入引出額はなかった。 

ローン・コミットメント費用は、当該信用枠に関連して日次で費用計上し、損益計算書及び純資産

変動計算書に含めている。ローン・コミットメント費用の内訳としては、信用枠の未使用部分に対し

ては0.15％、使用部分に対してはフェデラル・ファンド実効金利又は翌日物銀行調達金利（いずれか

高い方）にマージン・スプレッド0.90％を上乗せした利率が課される。 

コミットメント費用は、損益計算書の「ローン・コミットメント費用」に開示されている。 

 

13 金融デリバティブ商品及び効率的なポートフォリオ管理手法 

 各ポートフォリオは、マーケット・リスク及び通貨リスクをヘッジするため、並びに効率的なポー

トフォリオの運用を目的として、デリバティブを利用することがある。 

デリバティブの利用は、ポートフォリオをより高いリスクにさらす可能性がある。特に、デリバ

ティブ契約はボラティリティが高くなる可能性があり、取引を開始するための当初証拠金の金額が通

常は契約規模よりも小さい。比較的小さな市場の変動が、標準的な債券又は株式と比較して大きな影

響をデリバティブに及ぼす可能性がある。 

詳細は投資明細表を参照。 
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14 取引コスト 

 投資目的を達成するために、ポートフォリオは、投資ポートフォリオに係るトレーディング活動に

関する取引コストを負担する。下表に開示されているのは、2022年１月31日終了年度における各ポー

トフォリオについて個別に識別可能な取引コストである。これらには委託費用、決済手数料及びブ

ローカー手数料が含まれている。 

 

ポートフォリオ  通貨  取引コスト 

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ  米ドル  － 

世界株式インカム・ポートフォリオ  米ドル  127,623 

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ  米ドル  1,776 

スーパー・マネー・マーケット・ファンド  米ドル  － 

ワールド・インカム・ポートフォリオ  米ドル  － 

 

15 ブローカーに対する債権／債務 

全ポートフォリオは、多様な相手先とデリバティブ取引を行っている。為替予約及びスワップ契約

の相手先は投資明細表に表示されている。 

 相手先の当ファンドに対するエクスポージャー又は当ファンドの相手先に対するエクスポージャー

をカバーするため、スワップに係る現金担保を支払又は受領している。 

純資産計算書のブローカーに対する債権／債務は、当ファンドの清算ブローカー及び様々な相手先

に対して支払った／相手先から受領した現金担保及び証拠金で構成されている。 

 

16 後発事象 

 2022年１月31日終了年度後、主にロシアのウクライナへの侵攻による地政学的緊張及びロシア証券

の正常な取引を低下させたその後の一連の制裁、規制、及びその他の措置の影響により、一部の金融

市場が下落している。当ファンドの管理会社取締役会は、全ポートフォリオの運営及び純資産価額の

公表を中断することなく、全ポートフォリオの投資目標に沿った投資成果の監視を継続している。 

2022年３月14日付で、タレク・マフムードが管理会社の取締役に任命されている。 

管理会社取締役会の見解では、この他に、財務諸表日後財務諸表承認日までの間に、2022年１月31

日終了年度の財務諸表に重要な影響を与える事象は発生していない。 

 

17 承認日 

 当財務諸表は、2022年５月25日に管理会社の取締役会の承認を得ている。 
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付録Ⅰ－受益証券クラス（無監査） 

発行済受益証券クラス 

 2022年１月31日現在、当ファンドは以下の受益証券クラスを提供している。 

 

 クラスＡ 

 豪ドル建クラスＡ分配型受益証券 

 ユーロ建クラスＡ分配型受益証券 

 米ドル建クラスＡ分配型受益証券 

 シンガポール・ドル建クラスＡ分配型受益証券（ヘッジ有） 

 豪ドル建クラスＡ無分配型受益証券 

 日本円建クラスＡ無分配型受益証券 

 米ドル建クラスＡ無分配型受益証券 

 クラスＡＤ 

 米ドル建クラスＡＤ分配型受益証券 

 クラスＢ 

 米ドル建クラスＢ分配型受益証券 

 クラスＣ 

 米ドル建クラスＣ分配型受益証券 

 クラスＡ受益証券 

 米ドル建クラスＡ分配型受益証券 

 クラスＢ受益証券 

 米ドル建クラスＢ分配型受益証券 

 クラスＦ1 

 米ドル建クラスＦ分配型受益証券 

 インスティテューショナルＩ受益証券1 

 米ドル建インスティテューショナルＩ分配型受益証券 

 クラスＪ 

 米ドル建クラスＪ分配型受益証券 

1
 機関投資家が利用可能 
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販売開始した受益証券クラス 

当年度に販売開始した受益証券クラスはなかった。 

 

販売終了した受益証券クラス 

当年度に販売終了した受益証券クラスはなかった。 
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ 

受益者各位 

ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ Ｌ－1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り 35Ａ番（35A, 

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg） 

 

独立監査人の監査報告書 

 

監査意見 

私たちは、ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」とい

う。）及びその各ポートフォリオの財務諸表、すなわち2022年１月31日現在の純資産計算書、投資明細

表、並びに同日に終了した年度の損益計算書及び純資産変動計算書、重要な会計方針の要約を含む財務

諸表に対する注記について監査を行った。 

私たちの意見では、添付の財務諸表は、財務諸表の作成に関するルクセンブルグの法令の定めるとこ

ろに準拠して、ファンド及びその各ポートフォリオの2022年１月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了した年度の経営成績及び純資産の変動を、真実かつ公正に表示している。 

 

監査意見の根拠 

 私たちは、監査専門家に関する2016年７月23日付法律（以下「2016年７月23日法」という。）及び

「金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）」（以下「CSSF」とい

う。）がルクセンブルグ向けに採択した国際監査基準（以下「ISA」という。）に準拠して監査を行っ

た。2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択したISAにおける私たちの責任は、本報告

書の「財務諸表監査における独立監査人の責任」区分に詳述されている。私たちは、CSSFがルクセンブ

ルグ向けに採択した国際会計士倫理基準審議会発行の「職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性

基準を含む。）」（IESBA Code）及び私たちの財務諸表監査に関連する倫理上の要求事項に従って、

ファンドから独立しており、また、これらの倫理規程及び要求事項で定められるその他の倫理上の責任

を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。 

 

その他の情報 

 ファンドの管理会社の取締役会は、その他の情報に対して責任を有している。その他の情報は年次報

告書に記載される情報で構成されるが、その他の情報には財務諸表及び財務諸表に関する私たちの独立

監査人の監査報告書は含まれない。 

 財務諸表に関する私たちの意見の対象範囲には、その他の情報は含まれておらず、私たちは当該その

他の情報に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。 

 財務諸表監査における私たちの責任は、その他の情報を通読し、通読の過程において、その他の情報

と財務諸表及び私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、又はそのような重

要な相違以外に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか考慮することにある。私たちは、実施した作業に

基づき、その他の情報に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求めら

れている。私たちは、その他の情報に関して報告すべき事項はない。 
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財務諸表に対するファンドの管理会社の取締役会の責任 

 ファンドの管理会社の取締役会の責任は、財務諸表の作成に関するルクセンブルクの法令の定めると

ころに準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

財務諸表を作成するためにファンドの管理会社の取締役会が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることにある。 

 財務諸表を作成するに当たり、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続す

る能力を評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有す

ること、また、ファンドの管理会社の取締役会がファンドの清算若しくは事業停止の意図があるか、又

はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提とした会計処理を適用する責任

を有している。 

 

財務諸表監査における独立監査人の責任 

 私たちの監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かに関する合理的な保証を得て、監査意見を含む独立監査人の監査報告書を発行することにある。合理

的な保証は、高い水準の保証であるが、2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択した

ISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。

虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当財務諸表に基づく

利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

 私たちは、2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択したISAに準拠して実施する監査

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、当該リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。さらに、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入

手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を

発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの

除外、虚偽の陳述、及び内部統制の無効化が伴うためである。 

・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、こ

れは、ファンドの内部統制の有効性について意見を表明するためではない。 

・ ファンドの管理会社の取締役会が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役会に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する開示の妥当性を評価する。 

・ ファンドの管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計処理を適用することが適切であるかど

うか、また、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存続する能力に重要な疑義を

生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要

な不確実性が認められる場合は、独立監査人の監査報告書において財務諸表の開示に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の開示が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、独立監査人の監査報告書日までに

入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。 

・ 開示を含めた全体としての財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会

計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

 私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項について報告を行う。 

 

 



－  － 

 

 

40

公認の監査法人デロイト・オーディットを代表して 

 

（署名） 

ジャスティン・グリフィス、法定監査人、 

パートナー 

 

2022年５月25日 
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Ⅴ．お知らせ 

 

●登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社の異動について 

 ファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社であったＪ．Ｐ．モルガン・バ

ンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、2022年１月22日付でＪ．Ｐ．モルガン・エスイーに吸収合

併され、同日以降、Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店がファンドの登録・名義書

換事務代行会社および支払事務代行会社としての業務を行っています。 
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